
学生各位 

北海道信用金庫奨学財団 

給付奨学生募集について 

 

 標記財団より奨学生募集のご案内が下記のとおりありましたので、お知らせし

ます。希望する学生は応募資格等を十分ご確認の上、各自で添付ファイル（PDF）

をダウンロードして、必要事項をご記入ください。記入後、学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事務室

まで提出してください。（登校禁止期間は郵送してください。） 

 PDF ファイルがダウンロード（印刷）できない場合は郵送しますので、お申し出

ください。 

 【出願について】 

    下記書類を揃え、学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事務室を経由して先方へ提出する。 

     ①給付型奨学生募集に係る推薦書（在籍学校の学長による推薦） 

         （クラス担任に直接依頼してください。） 

     ②令和２年度 給付型奨学生採用願兼家庭状況書 

     ③戸籍謄本 

     ④次のいずれかの現住所の記載がある学生本人の確認書類 

      (ⅰ)運転免許証（写し） 

      (ⅱ)健康保険証（写し） 

      (ⅲ)住民票原本（発行から３か月以内のものに限る） 

     ⑤保護者の収入金額及び所得金額のわかるもの 

      (ⅰ)給与・年金等の場合：昨年の源泉徴収票 

      (ⅱ)上記給与・年金の他に申告すべき別の収入（不動産収入等）が 

        ある場合：昨年分の確定申告書の写し 

      (ⅲ)自営業（個人事業主）等の場合：昨年分の確定申告書の写し 

     ⑥個人情報の取扱いに関する同意書 

 【推薦基準】 

    下記①～②の基準をすべて満たす者とする。 

     ①家庭及び家計 

      ひとり親家庭又は両親のいない家庭等であり、本人の属する世帯      

      の年間所得の実態を勘案して、修学費支払に困窮していると思わ 

      れる者。 

     ②人物 

      学習活動その他生活全般を通じて、修学姿勢が良好であり、将来良 

      識ある社会人として活動できる見込みがある者。 

大学への締切は 10月 8 日（木）。期限厳守 

  ※新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大の影響で、上記情報は変更される場合があります。 

   随時新しい情報を確認するようにしてください。 

令和 2年 5月     

学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事務室 
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令 和 ２ 年 度 　給 付 型 奨 学 生 募 集 要 項

公益財団法人北海道信用金庫奨学財団

１．募集人員

今年度募集総数　７０名

　　（今年度の各大学募集人数は、「前年度の在籍学生数が４千人未満の場合は２名、４千人以上

　　６千人未満の場合は４名、以降、２千人毎に２名増とする。」といたします。）

２．出願資格者

　　下記（１）～（３）の項目をすべて満たす者とする。

　　（１）本年４月に道央圏及びその近郊に本部を置く大学（短期大学及び大学院を除く）

　　　　　の第１学年に入学した学生であること。

　　　　　※該当する大学にのみ本募集要項をお送りしています。

　　（２）向学心に富み、勤勉であり、かつ就業の見込みがあること。

　　（３）ひとり親家庭又は両親のいない家庭等の子女であり、経済的理由により、修学困

　　　　　難な状況にあること。

３．給付する奨学金

　　修学支援一時金　　　１００，０００円

４．出願と期限

　　（１）下記書類を揃え、大学所管部を経由して当財団へ提出する。

　　　　　①給付型奨学生募集に係る推薦書（在籍学校の学長による推薦）

　　　　　②令和２年度　給付型奨学生採用願兼家庭状況書（学生が記入）

　　　　　③戸籍謄本

　　　　　④次のいずれかの現住所の記載がある学生本人の確認書類

　　　　　　(ⅰ)運転免許証（写し）

　　　　　　(ⅱ)健康保険証（写し）

　　　　　　(ⅲ)住民票原本（発行から３か月以内のものに限る）

　　　　　⑤保護者の収入金額及び所得金額のわかるもの

　　　　　　(ⅰ)給与・年金等の場合：昨年の源泉徴収票

　　　　　　(ⅱ)上記給与・年金の他に申告すべき別の収入（不動産収入等）がある場合

　　　　　　　　：昨年分の確定申告書の写し

　　　　　　(ⅲ)自営業（個人事業主）等の場合：昨年分の確定申告書の写し

　　　　　⑥個人情報の取扱いに関する同意書

　　（２）（１）の書類の受付は、令和２年１０月１５日（木）までに当財団に到着したも

　　　　　のとする。



５．選考

　　当財団理事会において、提出された書類に基づき選考を行い、候補者として決定する。

６．本採用

　　候補者が当財団より「採用通知書」を受領後、「誓約書」を提出することによって本採

　　用とする。

７．推薦基準

　　下記（１）～（２）の基準をすべて満たす者とする。

　　（１）家庭及び家計

　　　　　ひとり親家庭又は両親のいない家庭等であり、本人の属する世帯の年間所得の実

　　　　態を勘案して、修学費支払に困窮していると思われる者。

　　（２）人物

　　　　　学習活動その他生活全般を通じて、修学姿勢が良好であり、将来良識ある社会人

　　　　として活動できる見込みがある者。

　①道央圏及びその近郊の住民の子女の制限を撤廃し、貴大学に籍を置く学生であれば該当

　　することとしました。

　②成績優秀の条件を勤勉であることに変更しました。

　③当財団と同様な一時金の給付型奨学金との併用も可能としました。

　④募集総数を70名に倍増し、貴大学の募集人数も昨年度の2倍の人数を募集します。

＜昨年度からの主な変更点＞












